
行政改革推進委員の主な業務内容について 

 

行政改革とは 

 

行政機関において組織や機能を改革すること。行政サービスの向上と行政組織の効率

化、経費削減を主な目的としています。 

 

行政改革推進委員会とは 

 

 行政改革推進委員会は市民の代表として、行政改革大綱及び実施計画の策定に際して

その内容について審議するとともに、実施計画の毎年度の進捗状況について報告を受け、

必要な助言を行います。 

  会議は年間１～２回程度（令和９年度からの新たな大綱や実施計画の策定時期（令和

８年度）には年５回程度）行う予定です。 

 

胎内市の行政改革 

 

胎内市では、少子高齢化等社会情勢が大きく変化する中での諸問題への対応と、第２

次胎内市総合計画に示されている今後胎内市が理想とする姿を実現するために必要な

改革の指針として、第１次から第３次の行政改革大綱を策定し、行政改革に取り組んで

きました。 

令和４年度からの指針として、「第４次胎内市行政改革大綱」（計画期間：令和４年度

～令和８年度）を行政改革推進委員会の意見を反映した上で、令和４年３月に策定しま

した。 

また、行政改革大綱の目指す方向性と重点事項に基づいた具体的な取組計画として

「行政改革大綱実施計画」も併せて策定しています。 

市ではこの実施計画に基づいて行政改革に取組、庁内の「行政改革推進本部」が毎年

度進捗状況を検証します。この進捗状況等については、「行政改革推進委員会」に報告

するとともに、市のホームページを通じて広く市民に公開します。 
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行政評価と外部評価委員会 

 

・行政評価とは 

市が実施する施策、事務・事業について、予算や人員をどれだけ投入し、市民にとっ

てどれだけの効果があったか、目標とした成果は達成しているかなどを、数値などの客

観的視点を利用し、評価・検証を行うことによって、さらに効果的・効率的な方法・手

段へと改善していく手法及びその仕組みをいいます。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 行政評価には、総合計画に位置付けられた２９の施策を評価する「施策評価」と、施

策に関連する事務・事業を評価する「事務・事業評価」があります。 

 行政評価は、市が実施する施策、事務・事業のチェック機能を果たしています。 

 

 

・行政評価の方法 

行政評価の方法には、事業所管課による１次評価、

庁内評価委員による２次評価と、市民委員（行政改革

推進委員）による外部評価があります。 

 

 

 

 

 

 

・外部評価委員会 

市民委員（行政改革推進委員）による外部評価委員

会を開催し、市民の視点から多角的な評価意見を取り

入れます。 

評価意見については全て公表しています。 

 

 



胎内市総合計画と胎内市行政改革大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     大綱（計画）の策定について審議、毎年度進捗状況の報告を受ける。 

 

 

 

 

 

 

胎内市総合計画 
第２次（2017～2026年の10か年） 

（H29～R8年） 

市の最上位計画 

市の政策を５つの基本政策・ 

29の主要施策に体系化 

胎内市行政改革大綱 
第４次（2022～2026年の５か年） 

（R4～R8年） 

 
総合計画を推進するための 

行政改革の大要 

 

３つの重点事項を示す 

行政評価 

総合計画と同実施計画に基づいて実施する 

29施策・約 260事業の事後評価を 

毎年度実施 

１次評価 ・・・事業所管課 

２次評価 ・・・庁内評価委員 

外部評価 ・・・市民委員 

総合計画策定審議会 

推進 

胎内市総合計画実施計画 

胎内市総合計画の実施計画 

約 260事業 

胎内市行政改革大綱実施計画 

胎内市行政改革大綱の実施計画 

30の実施項目 
 

 

行政改革推進本部（庁内） 

行政改革推進委員会 

評価 



行政改革推進委員会等スケジュール案
　以下は予定ですので、審議等進捗状況等により変更する場合があります。
　開催時期につきましては、別途調整させていただきます。

行政改革推進委員会

第４次胎内市行政改革大
綱実施計画（R4～R8）

次期胎内市行政改革大
綱・実施計画（R9～R13）

令和７年度

・進捗確認（１回） ・外部評価委員会（１回）【３
月頃予定】

２回

・任期開始
（R8.1.29）

令和８年度

・進捗確認（１回） ・次期大綱・実施計画策定の
ため３回程度委員会を開催
予定

・令和９年３月（予定）次期胎
内市行政改革大綱・実施計
画を策定

・外部評価委員会（１回）

５回

第３次胎内
市総合計画
（R9～R18）
令和９年３月
策定（予定）

令和９年度

・進捗確認（１回）
・最終報告作成のため２回程
度委員会開催予定

・外部評価委員会（１回）

３回

令和10年度

・進捗確認（１回） ・外部評価委員会（１回）

２回

・任期満了
（R11.1.28）

会議
予定
回数

行政評価外部評価委員会 備考


